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    第１章 総則 
（目的） 
第１条 この規則は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学（以下「本学」

という。）における危機管理の基本となる事項を定めることにより、本学の学

生及び職員等の安全確保を図るとともに、本学の社会的な責任を果たすこと

を目的とする。 
２ 本学の危機管理については、法令及び本学の規約に定めるもののほか、この

規則の定めるところによる。 
 
（定義） 
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 
（１）学生及び職員等 

本学の学生、役員及び職員並びに本学において業務を行う事が認められ

ている者をいう。 
（２）危機 

自然災害、火災のほか、重篤な感染症、実験研究に伴う事故、施設設備等

の障害、学生及び職員等の法令・規範の遵守に反する行為の発生、テロ行為

その他の重大な事件又は事故により、学生及び職員等の生命若しくは心身、

本学の教育研究活動の遂行、本学の組織の存続、財産若しくは名誉に重大な

被害又は支障が発生し、又は発生するおそれがある緊急の事態をいう。 
（３）危機管理 

本学における危機を想定し、未然に防止するための事前対策、危機発生時

における被害の拡大防止のための応急対策及び再発防止のための事後対策

を組織的に行うことをいう。 
（４）研究科等 

先端科学技術研究科、総合情報基盤センター、各学内共同教育研究施設、



 

保健管理センター、戦略企画本部、教育推進機構、研究推進機構及び事務局

（監査室、環境安全衛生管理室、男女共同参画室、地域共創推進室及び技術

室を含む。）をいう。 
（５）研究科等の長 

前号に規定する研究科等の長をいう。 
 
（学長等の責務） 
第３条 学長は、本学における危機管理を統括する責任者であり、必要な措置を

講じなければならない。 
２ 理事及び副学長は、学長を補佐し、掌理する業務にかかる危機管理を指揮し、

学長を補佐する。 
３ 研究科等の長は、当該研究科等における危機管理の責任者であり、当該研究

科等における危機管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。 
４ 職員は、危機管理を踏まえ、その職務等の遂行に努めなければならない。 
 
（学長の代行等） 
第４条 学長が出張等により不在の場合又は学長に事故がある場合は、学長が

あらかじめ指名する理事が、危機管理を統括する責任者としての職務を代行

又は代理する。 
 
 

第２章 平常時の危機管理 
（学長の危機管理） 
第５条 学長は、次の各号に掲げる平常時における危機管理を行う。 
（１）危機管理基本計画の策定、見直し及び周知徹底 
（２）危機に対するマニュアル等の策定、見直し及び周知徹底 
（３）危機に関する情報の収集及び分析 
（４）危機発生時における全学的な通報体制の整備、見直し及び周知徹底 
（５）危機発生時に必要な資機材の備蓄、見直し及び整備 
（６）学生及び職員等に対する適切な情報提供 
（７）学生及び職員等に対する危機管理意識の涵養 
（８）その他全学的な危機管理に関し必要な事項 
 
（危機管理委員会） 
第６条 学長は、危機に関する情報を一元化し、本学の危機管理体制を推進する

ため、危機管理委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
２ 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
 
（研究科等の長の危機管理） 
第７条 研究科等の長は、当該研究科等が所管する業務又は施設設備等の範囲



 

において、次の各号に掲げる平常時における危機管理を行う。 
（１）危機管理に対する具体的な施策の策定、実施、見直し及び周知徹底 
（２）危機に対するマニュアル等の策定、見直し及び周知徹底 
（３）危機発生時における研究科等の通報体制の整備、見直し及び周知徹底 
（４）その他研究科等における危機管理に関し必要な事項 
 
 
    第３章 緊急時の危機管理 
（危機に関する通報等） 
第８条 学生及び職員等は、緊急に対処すべき危機が発生し、又は発生するおそ

れがあることを発見した場合は、あらかじめ定めた通報体制に基づき、研究科

等の長に通報しなければならない。 
２ 前項の通報を受けた研究科等の長は、速やかに当該危機の状況を確認し、あ

らかじめ定めた通報体制に基づき、学長に報告するとともに、必要な措置を講

じなければならない。 
 
（危機対策本部の設置・解散） 
第９条 学長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要

があると判断するときは、速やかに当該危機に係る危機対策本部（以下「対策

本部」という。）を設置する。 
２ 対策本部の設置場所は、原則として事務局とし、事務局に置くことができな

い場合は、他の研究科等とする。 
３ 対策本部は、危機への対処の終了をもって解散する。 
 
（危機対策本部の構成） 
第１０条 対策本部は、次の各号に掲げる者で構成する。 
（１）本部長 
（２）副本部長 
（３）本部員 
２ 本部長は、学長をもって充て、対策本部の業務を総括する。 
３ 副本部長は、次項第１号の本部員から本部長が指名する者をもって充て、本

部長を補佐する。 
４ 本部員は、次の各号に掲げる者をもって充て、対策本部の業務を処理する。 
（１）理事 
（２）副学長 
（３）本部長が指名する研究科等の長 
（４）管理部長 
（５）事業推進部長 
（６）その他本部長が指名する職員 
５ 対策本部に関する事務は、管理部企画総務課が行い、事務局の職員のうちか



 

ら本部長が指名する者が参画する。 
 
（危機対策本部の権限） 
第１１条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機に対処するため、次の

各号に掲げる危機管理を行う。 
（１）危機に係る情報の収集及び分析 
（２）危機に係る必要な措置の決定及び実施 
（３）危機に係る学生及び職員等に対する情報提供 
（４）危機に係る関係機関（国及び地方公共団体その他の関係団体をいう。）と

の連絡調整 
（５）危機に係る報道機関に対する情報提供 
（６）その他危機への対応に関する必要な事項 
２ 学生及び職員等は、対策本部の指示に従わなければならない。 
３ 対策本部は、危機への対処にあたり、本学の役員会、経営協議会及び教育研

究評議会（以下「役員会等」という。）の審議を含め、本学の規約により必要

とされる手続きを省略することができる。 
４ 前項の場合において、対策本部は、危機の対処終了後に役員会等に報告しな

ければならない。 
 
    第４章 雑則 
（雑則） 
第１２条 この規則に定めるもののほか、本学における危機管理に必要な事項

は、別に定める。 
 
 

附 則 
この規則は、平成２４年２月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
 


